
吉田都市計画区域

郡山都市計画区域

鹿児島都市計画区域
松元都市計画区域

喜入都市計画区域

かごしまコンパクトなまちづくりプラン（H29.3策定）の概要

資料１

○本市の現状や将来人口の推計に基づくまちづくりの基本的方針

○一定の人口密度を維持し、日常生活に必要な施設や地域コミュニティが持続的に確保

されるよう居住を誘導する居住誘導区域

○日常生活に必要な商業、医療、金融施設を誘導する都市機能誘導区域

○都市機能誘導区域に誘導すべき施設（誘導施設） ⇒ 一部変更予定

○プランの目標年次と目標値（人口密度）

○居住や都市機能を誘導するための施策（誘導施策）

・人口減少と少子高齢化が進む中、誰もが安心、快適に生活できるまちを実現し、財政面

及び経済面において持続可能な都市経営を可能とするためには、住居や生活利便施設

（商業、医療施設等）がまとまって立地し、公共交通によりこれらの施設等に行くこと

ができる『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』の考えでまちづくりを進めてい

く必要があります。

・本市では、これまで「鹿児島市集約型都市構造に向けた土地利用ガイドプラン」に基づ

き、地域の核となる地区に生活利便施設を集約するための取組を進めてきましたが、こ

れらの取組をさらに推進するため、都市再生特別措置法に基づく「かごしまコンパクト

なまちづくりプラン（立地適正化計画）」を２９年３月に策定しました。

（１）対象区域・・・鹿児島、吉田、喜入、松元、郡山の５都市計画区域

１．策定の背景と目的

２．対象区域及び定める事項等

（２）定める事項

誘導施設

□都市機能誘導区域①

・商業施設（店舗面積1,000㎡以上）
・診療所
・銀行等

□都市機能誘導区域②

・商業施設
（店舗面積1,000㎡以上10,000㎡未満）
・診療所

・銀行等

□都市機能誘導区域③

・物品販売業を営む店舗
（店舗面積150㎡以上）
・診療所

・銀行等

３．居住誘導区域、都市機能誘導区域、誘導施設

＜区域等のイメージ＞

医療
商業

（３）届出制度

居住誘導区域外における住宅開発などの動きや、都市機能誘導区域外における誘

導施設の整備等の動きを把握するため、届出制度が設けられております。

※市街化調整区域には居住誘導区域を

定められない


